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は じめ に

阪神淡路大震災 を契機 に浮 き彫 りになった貧困の問題 を考察す るために、福祉 国

家論研 究に影響 を与 えた 1人 であるロール ズを取 り上 げ、 ロール ズの理論理解 のた

めに重要である用語 を整理 し、その上で福祉国家の在 り方について検討す ることが

考察の 目的である。

震災では多 くの人が亡 くなつたが生活 を立て直 した者 もいた。反面、仮設住宅で

生活す る住 民は生活の基盤 を失い、その住宅内で孤独死、 自暴 自棄 に陥 り酒 に酔 っ

て交通事故死、 自殺 とい う最期 を迎 えた者 もいた。

震 災後浮 き彫 りになつた人 々の存在 と彼 らを飲み込む負のサイ クル を知 り貧困問

題 に関心 をもち、その原 因、社会 システム との関係 、そ こに解決策はあ るか、 とい

う疑間 を解 くための文献検索 を行 う中で 「福祉 国家論」 に辿 りついた。 資本主義社

会において国家が国民の生活 を保 障す る福祉国家。 その多様性 と柔軟性 、曖味 さと

それ故の可能性 に魅力 を感 じた ことが、考察の直接 の理 由である。

第 1章  福 祉 国 家 論 の 動 向 と ロー ル ズ

20世 紀末か ら今世紀初期 にかけては、世界情勢 は激 変の時代 を迎 えてい る。その

流れ の速 さにはめま ぐる しい ものがあ り、その結果 として社会福祉 が受 けた影響 は

計 り知れない ものがある。特 に、東西冷戦 の終焉 とともに急速 に進行 した グローバ

リゼー シ ョンの流れ は、世界 の社会経済体制 を大 き く変化 させ 、また、同時に政治 、

社会、環境 、文化、情報 、思想 な どの面でそのあ り方 を変容 させ るこ とになった。

こ うした動向 と並行 して東西 。南北の諸国では従来の体制側 にお ける重圧 か ら解

放 され 、 自由に主体性 を発揮す る機会 が与 え られ、宗教、民族、伝統 、文化 な どの

多様化・個性化 が促進 され る一方で、民族 、宗教、文化等 の対立、桔抗 を招来 させ 、

世界各地 にお ける民族紛争や宗数的対立な どの現象 を もた らす こ とになってい る。

これ らの世界的動向 とともに、1970年代以降それ までの福祉国家体制 が もた らす、

さま ざまなデ メ リッ トに対す る批判 とともに抵抗勢 力の台頭 も看過す ることができ

ない。特 に、新保守主義の登場 は伝統的な福祉国家批判 として大 きな波紋 をもた らす

結果 となつた。

と りわけ福祉 国家の元祖 ともいわれ てきたイ ギ リスをは じめ福祉 国家 の施策 を指

向す る国々においては、経済の低迷や 国家財政の窮迫 な どを契機 に、 この考 え方が

施策の改革、変更、削減 な どの側面 において萎縮傾 向を示す国々 も少 な くない。

一般 に新保守主義 ない し新 自由主義は福祉 に関 しては、 自助努 力の強調、民営化
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の推進 な ど、小 さい政府 を指 向 し、社会福祉施策予算 の削減、就 労機会 を拡張す る

ことに よる 自立生活指向の促進 な ど、国民の生活 にお ける自己責任 を重視す る方策

に方向転換す る傾 向が顕著にみ え始 める結果 となった。

さて、1970年 代後半以降のいわゆる 「福祉 国家の危機」といわれ る現象が露呈す

ると、ケイ ンズ主義的合意の前提が失われ るに伴 い、理論的に も社会政策学 のパ ラ

ダイム、す なわち、経済社会体制 をゆるぎない前提 の もの と して、資源 の割 り当て

の技術 に集 中す る とい うあ り方の有効性 も疑問視 され るよ うにな ると、規範的な議

論が活発化す ことになった。これ らの動向は、日本 において も類似 の傾 向を示 した。

しか し、福祉 国家の規範理論が活発 に展 開 され た とは言いがたい。その よ うな中、

先駆的な試 み としては、塩野谷祐一 は、 ロール ズの議論 に依拠 しなが ら社会保 障な

どにつ いて規範的な議論 を行お うとしてい る。塩野谷の「道徳原理」の説明は、「社

会保障 を含む現実の民主主義社会 の公共的文化 の中に宿 っている観念 を理論化 した

もの」であ り、「制度 を前 向きに組織化す る原理」 (塩 野谷 1997,426頁 )で あつた。

ところで、 この考察で取 り上げ るロール ズの理論 について、山森亮は次の よ うに

述べてい る。

「ロール ズには乗 り越 えなけれ ばな らない規範理論 があつた。 それ は、 どの よ う

な再 分 配 も 自由主 義 とは 両 立 しな い とい うハ イ エ ク (Friedrich August von

Hayek)の 規範理論 である。つま リハイエ クによれ ば、正義 の特定のパ ター ンを追求

す ることは、第一 に、ある一連の価値 を特権化す ることであ り、それ は 自由な社会

と両立 しない。そ して第二に、それ は恣意的な 自由裁量の権力 を増大 させ る とい う

のである (plat[1991]PP80～ 97)。

ハイエ クは、積極的な再分配 を行 うケイ ンズ =ベ ヴア リッジ型 の福祉 国家 を拒否

す る。

ロール ズは、善の構想や 目的に関わることな く、手続 き的な諸規則 にのみ関わ る

とす る中立性 の前提 をハイエ クと共有 しなが ら、なおかつ分配 を正 当化 しよ うとし

たのである。 ロールズ以降の 自由主義 の論者 も、 この中立性 を共有 している。 しか

しま さにこの中立性 の立場 こそが、まず は共同体主義 の論者 か ら、そ して次節 で見

るよ うに承認 の規範理論 の論者 か ら批判 され るのである。

ロール ズの議論 を『 正義論』 に即 して簡単に振 り返 つてお くと、社会契約説 にの

つ とつて、原初状態 にお ける 「無知の ヴェール」の下で有名 な正義の二原理が導出

され る。

その内容 は、 「第 1原 理 :各 人は、基本的 自由に対す る平等の権利 をもつべ きで

ある。 その基本的 自由は、他 の人 々の同様 な 自由 と両立 しうる限 りにおいて、最大

限広範 囲にわたる 自由でなければな らない。

第 2原 理 :社会的 。経済的不平等 は、次の二条件 を満 たす ものでなけれ ばな らな

い。

(1)そ れ らの不平等 が最 も不遇 な立場 にある人の期待便益 を最大化す るこ と。

(2)公 正な機会の均等 とい う条件 の もとで、すべての人に開かれ ている職務や

地位 に付随す るもので しかない こと。 J(山 森 ,1988,4頁 )
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国家福祉論 の研 究は、1980年 代後半か ら海外 では福祉 国家の国際比較研究 もしく

は比較福祉 国家論 の研究が著 しく進展 し、わが国で も 1990年代 に人 つてそ うした影

響の もと多 くの研究が現れ ることになった。

阪神淡路大震災 とこれ を契機 に浮 き彫 りになった貧困の問題 を起点 として、 これ

らの福祉国家論の研 究に影響 を与 えた 1人 であ るロールズを取 り上げ、 ロール ズの

理論 を理解す るために重要である用語 を整理 し、その うえで福祉 国家 の在 り方 につ

いて私論 を展開 したい と考 える。

第 2章  J。 ロー ル ズ  正 義 論

1.無 知 の ヴェール

ロール ズの正義論 を考 えるにあたって、まず重要なのは、「無知の ヴェール (veil

of ignorance)」 、 「原初状態 (original position)」 とい う概念 である。

ロール ズは人間を 「無知の ヴェール」に被 われ た存在 と想定 している。 「無知 の

ヴェール」 とは、 これが掛 つてい ることで 自らが社会の中で どの よ うな位置 にいる

のか、階級 、社会的身分 な ど、 自分 自身 に関わ る知識 を知 らない。情報が ヴェール

で遮断 され ているのである。その ことによつて人々は、 「無知の ヴェール」 によ り

制約 された合理的な選択 をす る。 その選択 には、 自らの ことがわか らない故 に 自分

と他者 を比較す ることがで きず、 自分 に有利 になるよ う私利私欲 が働 くよ うな余地

はない (互 いの利 益に関心を持 たない )。 その ことで、その選択 に よって誰かが有

利 になった り不利 になった りす るよ うな ことも起 こらない。 ここでい う無知 とは、

知識や学問がないな どとい う意味での知力がない とい う意味ではな く、他 と自分 を

比較す るための情報 を持 つていないために 「無知」であるとい う意味で用 い られて

いる。無知であることにおいて人 々は平等であ り、平等な立場で社会的制度 を選択

す るであろ うとい うものである。この よ うに「無知 の ヴェール」の もとで平等 な人 々

が公正 な条件の下で合理的な判断 を下す とい うことが 「公正 としての正義」の概念

である。

人々は、 自らの利益 を ど うして も図 ろ うとす る。 こ うな りたい、 こ うしたい と考

える。 しか し、比較す る相手を知 らなけれ ばそれ は不可能な ことである。 自分が幸

福 になるには 自分 を知 つている必要がある。 この よ うな 自らの利益 を追求す る 自由

を人々は もつてい る。

しか し、社会の中での個人の利益の追求は、その権利 のせ めぎあいであ り、個人

の権利 と自由 とい うところで、必然的に対立 して しまい矛盾や社会的 ジ レンマが生

じて しま うことは安易 に想像す ることができよ う。

この よ うな ことか ら、社会の中で互 いが共存 してい くための 「正」の原理が必要

となって くる。 ここで、 「無知の ヴェール」に被われ ていない状態で、個 々の特性

(能 力、地位 、欲求な ど)か ら出発 して しま うと、 ど うして も自分に有利 な正義観

になって しま うだろ う。 これ を回避す るため、個 々人の持つ特性や特徴 を一度取 り

払わなけれ ばな らない。 その状態 を仮定す るために ロールズが正義 の原理 の中で用

いたのが、 「無知の ヴェール」なのである。 「無知の ヴェールは、原理の公平性 を

維持す るための思考装置」 (官 内 ,2009,160頁 )と 言 うことがで きる。
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そ して、この 「無知の ヴェール」に被われた状態を 「原初状態」 といい、この下

で正義の観念が見出 され る。 これが次に述べる正義の二原理である。

2.正 義 の原 理

(1)正 義 の二原理

正義の二原理 について、 ロール ズは この よ うに示 している。

「第 1原 理 :各 人 は、基本的 自由に対す る平等の権利 をもつべ きである。 その基

本的 自由は、他の人々の同様 な 自由 と両立 しうる限 りにおいて、最大限広範囲にわ

たる 自由でなけれ ばな らない。

第 2原 理 :社 会的 。経済的不平等 は、次の二条件 を満 たす ものでなければな らな

い。

(1)そ れ らの不平等が最 も不遇 な立場 にある人の期待便益を最大化す ること。

(2)公 正な機 会の均等 とい う条件の もとで、すべての人 に開かれ てい る職務や地位

に付随す るもので しかない こと。」 (山 森 ,1988,4頁 )

第 1原 理 は、 「平等な基本的 自由の原理」 と呼ばれ 、第二原理 は (1)「 格差原理」

(2)「 公正な機会均等の原理」 と呼ばれ る。

「平等 な基本的 自由の原理」は、思想・ 良心の 自由や 、人身の 自由、政治参加 の

自由等、誰 もが平等 に もつ基本的人権 (権 利 )を保障す るとい うことを指す。

「公正 な機会均等の原理」は、法的 に平等な機会の均等が保障 され る とい うよ う

な形式的な ものではな く、 「同 じ能力 と意志 を もつ人々は、所得・ 資産や学閥や階

級的出 自といつた社会的条件 の相違 に もかかわ らず 、確率的に同 じよ うな社会的・

経済的成果 を獲得 できる見込みが保障 され てい る」 (塩 野谷 2004,421頁 )と い う

ものである。 注意 したいのは、 この原理 には能力主義や実力主義的な性格 も持つ こ

とである。 また、見逃 してはな らないのは、生 まれつ き恵 まれた者 は、 「最 も不遇

な立場 にある人」 に利 益が もた らされ るとい う条件下においてのみ、 自らの利益 を

追求す ることが許 され る とされている点である。

「格差原理」は、格差 を どの よ うに是正す るか定めた もので、本人の意思 によ ら

ない、 もつて生 まれた才能や能力 な どの 自然的偶然 の影響 を排除 しない とい うもの

である。前述の第一原理 の言葉 を用 い るな ら、 「最 も不遇 な立場 にある人」 に対 し

て、生まれ もつた能力や 才能 (ハ ンデ ィキャップ、疾病 、障害等 を抱 ええた人 々 )

によつて社会的 。経済的成果の分配が決定 され るべ きでない とい うものである。

また、 この原理 は 「公正な機会均等の原理」が もた らす実力主義・ 能力主義への

対応策 である ともいえる。この「格差原理」とい う考 え方 に基づ き「社会的基本財」

の分配がな され ることにな る。 「格差原理」によつて示 された 「社会的基本 財 の平

等」が ロール ズの正義論 において、社会保障制度の根拠 とな るのである。

(2)優 先順位

正義の二原理について、 ロール ズは優先順位 を設定 している。 まず、第二原理 に

対 しては、第一原理 が優先す るとしてい る としてい る。 これ は、第一原理の 「平等

な基本的 自由の原理」は、その内容が基本的人権であることか らも推察できるよ う
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に、権利 としてだれ もが有す る自由が対立 した りす るよ うな場合以外 にその 自由が

お ろそかに され ることはない とい うことを指 してい る といえる。 また、他者 の 自由

と両立 しうる範 囲において個 々の 自由が守 られ る、 とい うこともできる。

また、 「公正 な機 会均等の原理」は、 「格差原理」 よ りも優先 され ると主張 され

る。 この とき、 「格差原理」が優先順位 として最後 とな るのは、 「格差原理」がお

ろそかに され る とい う意味ではな く、第一原理お よび第二原理 の (2)「 公正な機会均

等の原理」が前提 なって初 めて格差原理が許容 され るためである。 しか しこれ は、

見方 を変 えると 「最 も不遇 な立場 にある人」のために、恵 まれた人 々の 「公正な機

会均等」が犠牲 な ることはあってはな らない とい う意味 も含 んでい る。

(3)マ キシ ミン・ ルール

では、 「無知 の ヴェール」の下で 「原初状態」の人 々が 「正義 の二原理」 を選択

す る とロール ズが主張す る根拠 とは何 か。その根拠 となるのが 「マキシ ミン・ルー

ル」 (マ キシ ミン原則 )と い う原理である。

「マ キシ ミン・ルール」 とは、不確実な状況下において、考 える限 りの最悪の事

態 を予想 しつつ、これ に対処す る上で最善 とされ る選択肢 を選択す る とい うもので、

「原初状態」の人 々は、 この原理 を身 につ けていることになっている。

「無知 の ヴェール」 に被 われ てい るがゆえに、 自分 の地位や能力 を知 らない 「原

初状態」の人々は、他者 と自分 を比較 して、 自分 に有利 に物事 を考 えることができ

ない。 その余地がない。 そのため、人々は 自らの利益 とは関係 のない合理的な選択

をす るだろ う。上記の言葉 を借 りるな ら 「最善 とされ る選択肢 を選択す る」であろ

うとい うものである。

つま り、 自分の状態 を知 らない 「原初状態」人 々は、 「マキシ ミン・ルール」 に

よって 自らが最 も不遇 な状態 に陥 ることを予想 し、一番 よい解決策 を選択す るので

ある。 これ が ロール ズが 「原初状態」の人々が正義 の二原理 を選択す ると主張す る

根拠 である といえる。

「原初状態 Jと い う状態 、状況 は仮定ではあるものの、 ロール ズが 「原初状態」の

人々が 「正義 の二原理」 を選択す る と考 える理 由は この よ うな ところにある。

第 3章  正 義 とは何 か

正義 とはなんだろ うか。 これについてロールズは、 「公正 としての正義」
※2と

ぃ ぅ

基準を導いている。 「公正 としての正義」は、前述の 「無知の ヴェール」がかけら

れ ることでなされ る。 このよ うな観点か らロールズは正義論 を導出 した。

しか し、 「これ を逆に言えば、『 無知のヴェール』で被わなければ『 公正 として

の正義』に到達できない ことを意味 している。つま り、それほどまでに現実の人間

は功利的存在である、 とい うことでもある」。 (松 田 2001,248頁 )こ のことか ら

ロールズの人間観 を垣間見ることができよ う。 ロールズの考える人間は 「合理的」

で 「利 己的」なのである。 これは、 「無知の ヴェール」に被われた 「原初状態」の

人々は、 自分 自身以外のものについての情報がないために、 自分に しか関心がない

とい う意味での 「合理的」 「利 己的」存在であ り、 「無知の ヴェール」がない状態
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では、 自らの利益 を追求 しよ うとす る とい う意味で、 自分に とつて 「合理的」 「利

己的」 に物事 を選択す る とい う意味である。

いずれ にせ よ、 どち らの場合 において もロール ズが考 える人間は、利 己的な、功

和1主 義的人間 として捉 え られ てい るとい うことがわか る。

一方、 ロールズの理論 を理解す るための 「平等 に関す る主張」は、主 に 「正義の

二原理」にお ける 「格差原理」か ら捉 えることがで きる。 「格差原理」、 「正義の

二原理」の説明か らも推察で きるよ うに、 「格差原理」は第二原理 の 「公正 な機会

均等の原理」の能力主義的、実力主義的性質に対応 している。

しか し、優先順位 に もあつた よ うに、 「格差原理」 は第一原理、第二原理 の 「公

正な機会均等の原理」、 「格差原理」 とい う優先順位 となってい るよ うに、優先順

位 としては最後 に設定 されている。 ここで重要なのは、互いの 自由が両立す る限 り

において、 「格差原理」 は 「公正 な機会均等の原理」 に対応 してい る とい うこ とで

ある。

この ことを踏 まえる と、恵 まれ た人々は 「格差原理」 に基づいて一定の負担 を負

うが、その とき、彼 らの 自由がお ろそかに され ることはない とい うことを指す。 こ

れ は、一定の不平等 を認 める とい うことを指 してい る ともいえる。負担 を負 うとい

うことか ら推察で きるよ うに、 ロール ズの正義 の原理 は保険の理論 であることが分

かる。 更に注意 を要す るのは、負担 を負 うとい うのは、必ず しも恵 まれた ものが、

不遇 な者 に対 して一方的 に負担 を負 うとい うものではな く、正義 の原理が もつ能力

主義的な性質か らもわか るよ うに、不遇 な者、恵 まれ た者 の両者 が能力に見合 つた

負担 をお うとい うものである。それ ぞれ が能力 にみ あつた負担 を負 うとい うことは、

後 に述べ る 「社会的協働 」 につながってい く。 また、 この ことか ら、 ロール ズが考

える平等 とい うのは、無条件 で皆 が同 じ水準で分配 を受 けることができるとい うよ

うな、完全平等の考 え方 ではな く、能力 にみあつた負担 を負い、ある程度能力 に見

合 つた分配 がな され るとい うことが平等である と捉 えてい るといえる。

つ ま り、 ロール ズによる正義 とは、 「社会制度の第一の徳 日であつて、 これ は真

理が思想体系の第一の徳 目で あるの と同様 である」 と述べてい る。 「社会制度 の第

一の徳 目」 とい う表現が用い られ てい ることか ら、個人単位 で正義 を考 えるのでは

な く、社会全体 に関わるもの として捉 えていることがわか る。

正義 の二原理の優先順位 で も示 した よ うに、 「正義 の二原理」で、第一原理 であ

る誰 もが有す る基本的 自由をまず優先 し、次 に、能力主義的な第二原理 の 「公正な

機会均等 の原理」 を優先す る。そ して能力主義的な 「公正 な機会均等 の原理」か ら

生ず る弊害 を取 り払 うため、あるいは緩和す るために 「格差原理」 とい うものを設

け、 「最 も不遇 な立場 にある人」への対応 が提示 され た。重要なのは 「異なる基準

を満たす者 は、異な る扱 いを受 ける」 (ス ピッカー 2004,144頁 )と い う意味が含

まれ ることである。

これ をみ る と非常にシ ビアな原理 に思 えるが、 「無知の ヴェール」の下で平等 な

人々は、他者 を知 らない。それ故 に 自分 を しらない。 その ことで、 「原初状態」の

人々は合理的な選択 をす る。 これ に よって正義 を実現す ることができる、 とい うの

が ロール ズの主張である。
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正義の二原理 に基づ き、基本的 自由を保証 した うえで、「公正 な機 会均等 の原理」

によ り能力 に応 じた利益 が もた らされ るのである。

しか し、資本主義社会 ゆえに起 こ りうる危機や本人 の意思 によらない リスクを負

った者 に対 しては格差原理 を根拠 とした社会保障 を展 開す る。 この とき、 よ りよい

人 々が 自らに とって有利 な ものをよ り多 く手 にいれ よ うとす るのは、そ うす ること

が よ り不遇 な人々の利益のために もなるよ うに機能す る制度の下においてのみであ

る。社会保障に よって不遇 な人 々に分配 された もの (基 本財 )は 、将来社会へ返還

され るべ き収益への投資 「正義 の 「正義 の貯蓄」
※3と

して正 当化 され るのである。 こ

れ が 「適正 な分配」であ るといえる。 しか し、 この場合 もや は り、 「異なる基準 を

満 たす者 は、異 なる扱 いを受 ける」 (ス ピッカー 2004,144頁 )こ とを看過 しては

な らない。

この ことか ら 「万人の 自由の保障 を第一義 とす る一方で、効率性や利益極大化 を

指向す る経済成長至上主義 を しりぞけ、不遇 な人々、底辺の人々の機 会均等な らび

に福祉 に も配慮 をは らった、『 正義 に適 った協働制度』 に基づ く社会の実現 を、 さ

らに言 えば、各人の 自由を保障 し、能力主義実力主義 の効力 を活用 した、格差原理

に基づ く福祉社会の実現 を指向す ること」 (松 田 2001,248頁 )、 これが 「正義論」

の要であ り、「無知の ヴェール」の下で平等な人々が、正義の二原理 に基づいて「適

正 な分配」 を享受 できること、またその ことによって相互に社会 なかで協働 可能 な

仕組み、 「社会的協働」 (互 恵 )こ れ を実現す ることが、 ロール ズの言 う「社会制

度 の第一の徳 目」の達成 であ り、彼 の正義論 にお ける正義 といえるのではないだろ

うか。

お わ りに

経済大国 日本 にお いて、阪神淡路大震災後 、大変 な被害 とともに浮 き上がって き

た事実。 これ を起点 とし福祉 国家 とそれ を支 える理論 の一つ と して、 J.ロ ール ズの

「正義論」の概要 をま とめてみた。

ロール ズは 「正義 の二原理」 にお いて、 「無知 の ヴェール」や これ によ りもた ら

され る 「原初状態」等 とい う概念 をもつて 「正義 の二原理」 を導 出 し、 「適正 な分

配」 と、それ による社会的協働 を 目指 した。社会的基本財 の平等 を指 向 として分配

を正 当化 した。

ロール ズのい うところの正義 とは、「無知の ヴェール」の下、「原初状態」の人 々

に よ り「正義の二原理」 が選択 され る。 「正義 の二原理」によ り 「適正 な分配」が

な され る。正義 の二原理 において重要なのは、第二原理 (1)公 正な機会均等の原理

にお ける機会均等 とは、「最 も不遇 な立場 にある人」のために、恵 まれ た人 々の「公

正な機会均等」が犠牲 になることはあってはな らない としている点 にある。 また、

「異 なる基準 を満 たす者 は、異 なる扱 いを受 ける」 とい うところで、 ロールズの考

える平等 とは、 どの よ うな者 も皆が均等で同 じ分配 を受 ける とい うものではな く、

い うなれ ばある程度能力 に見合 った分配 を受 けることこそが平等であ り、 これ こそ

が 「適正 な分配」である としてい る。 この ことによ り、社会的協働 のシステムが実

現す るのである。 この ことが ロール ズのい う「正義」 であろ う。不遇 な人々の生活
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を保障 しつつ も、基本的 には能力に見合 つた分配 がな され ること、 これ によ り社会

的協働 が実現 され ることが ロール ズのい う「正義」なのである。

では、 この よ うな 「正義」が 日本 にお ける制度や政策の上で実践 され てい るので

あろ うか。 ロール ズは 「正義論」 において、一定の不平等は認 めているが、我 が国

において格差原理が担 う社会保障制度 は充分に整備 され ている といえるのか。

この疑問への答 えは、震災後 に浮 き彫 りに された仮設住宅の住人 とその最期 にみ

ることがで きよ う。仮設住宅の住人の多 くが貧 困地域 出身者 であ り、彼 らは家賃の

安い都市計画的開発 か ら取 り残 され た 旧市街 に集 中 した。仮設住宅の住人には この

よ うな背景 があつた。

正義の二原理 に基づいて考 えるな らば、恵 まれ た者 も不遇 な者 も、個 々に見合 つた

分配 を受 ける。格差原理 によ り皆が 自らの 自由を脅か され ない限 りにおいて一定の

負担 を負 うことによ り貧 しい者 も救 われ る。ロール ズの「正義論」に基づいた政策、

制度が実践 されていれ ば、一定の不平等は生 じるが、彼 らの死 は予防可能だったの

ではないか。

グローバ リズムの流れの中で福祉 国家 を維持す る方策 であったサ ッチ ャー政権 に

代表 され る新 自由主義 も終焉 を迎 え、その在 り方 が問われ てい る現在 、新たな福祉

国家の在 り方 として ロール ズの正義論 に基づ く政策 が新たな福祉 国家の可能性 を開

くのか も しれない。
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